
１．科目名（単位

数） 教育法規（初等・幼） （2単位） ３．科目番

号 SJTC1402 
２．授業担当教員 浅沼 茂 

４．授業形態 

教育法規の基礎的な内容の把握については講義方式で

進めるが、質疑応答も含んだ双方向の授業が基本であ

る。 

事例・演習問題等ではグループ・ディスカッションを

取り入れ、全体発表、検討などでは学生主体の授業を

実施する。 

５．開講学

期 
春期／秋期 

６．履修条件・ 

他科目との関

係 
事前に法学や憲法を履修しておくことが望ましい 

７．講義概要 

本科目は、幼稚園・小学校・特別支援学校などの教育職員免許取得のためのものである。 

本講では、幼小連携を踏まえた教育法規の基礎知識を習得させながら、その上で、学校教

育や幼児・児童・生徒及び教職員に関する法律上の課題について、教育関係法令等に基づき

ながら実践的な事例を取り上げ、幼稚園・小学校や特別支援学校の幼稚部・小学部などで生

じる基礎的な法的問題に対応できる教員となるための授業を実施する。 

教育法規に関する内容は、教員採用選考試験の教職教養科目や面接試験等の中で問われる頻

度が一番高いものである。そこで、講義の中に随時、各都道府県の教員採用選考試験で出題

された教育法規に関する問題を取り上げ、法規に関する具体的な運用と解釈能力を養う。 

８．学習目標 

教育法規を学修したことで、下記の目標を達成し、法に根拠ある教育活動ができる教員とな

ること。 

また、教員採用選考試験の教職教養の教育法規に関する問題に対応できるようになること。 

• 教育法規の基礎知識について知り、その内容について説明できるようになることを目的

とする。 

• 教育関連法規の具体的な内容について学校(幼稚園・小学校及び特別支援学校の幼稚部・

小学部)での諸課題と照らし合わせて学び、考察することで、自らの意見をまとめ、発表

することができるようになる。 

• 今日の学校で生じている教育法規に関する諸課題を学び、グループ・ディスカッション

などを通して課題解決能力を身につけ、自分の言葉でまとめ、発表することができるよ

うになる。 
９．アサイメント 

（宿題）及びレ

ポート課題 

・ 何が課題かを知るため、予習が重要である。 

・ シラバスに対応して、 講義内容に応じて、教員採用選考試験の過去問をネット配信する。 

・ オンライン授業の場合、課題のまとめと小テストの答えを書く 

10．教科書・参考

書・教材 

参考書等  

使用しない 

必要に応じてオンラインで画面共有し、オンライン添付として事前に配信する 

11．成績評価の規

準と評定の方

法 

○成績評価の規準 

１．法学（憲法を含む）での学習を踏まえ、教育法規という学校教育に関する法規を理解で

きたか。 

２．各学校（幼稚園・小学校・特別支援学校の幼稚部・小学部）に応じた教育法規の内容に

ついて具体的事例を通して学び、身に付けることができたか。 

３．学んだ教育法規に関する知識を活用して教員採用選考試験問題を解き、選考試験に対応

できる力を身に付けることができたか。 

○評定の方法 

授業への参加度（発表、授業態度） ４０％ 

事前・事後学習の内容、や理解度テストの結果、出席状況等 ６０％ 

12．受講生への 

メッセージ 

本科目では、思考力、判断力、問題解決能力を育て、より実践的で具体的な知識を得ること

を目的としている。受講生は、人から知識を与えられるのを待っているのではなく、主体的

に課題に取り組むこと。特に、問題を与えられるのではなく、自ら予想問題を作り、学生相

互にディスカッションを重ねる。 
13．オフィスアワ

ー 
授業中に通知 

14．授業展開及び授業内容 
講義日程 授業内容 学習課題 

第１回 

オリエンテーション、教育法規を学

ぶ意義 教育法規の体系と構造― 教育

法規、法体系と法の形式・形式的効

力、国の主な法  令、地方の主な法

規、法令間の矛盾抵触を解決するた

め の諸原理などについて理解する。 

事前学習 東京都のホームページから過去問題を見る。 

事後学習 宿題として提示した問題を解いてみる。 



第２回 

日本国憲法の教育に関連する規定― 

教育を受ける権利、義務教育、法の

下の平等、信教の自 由、学問の自由

などについて理解する 

事前学習 各都道府県の過去問題から、各回の授業内容に

関わる問題を探す。 

事後学習 宿題として提示した問題を解いてみる。 

第３回 
教育基本法―① 教育の目的、教育の目

標、教育の機会均等、学校教育、 教

員などについて理解する。 

事前学習 各都道府県の過去問題から、各回の授業内容に

関わる問題を探す。 
事後学習 宿題として提示した問題を解いてみる。 

第４回 

教育基本法―② 家庭教育、社会教育、

学校、家庭及び地域住民等の相互 の

連携協力、政治教育、宗教教育、教

育行政などについて理解する。 

事前学習 各都道府県の過去問題から、各回の授業内容に

関わる問題を探す。 

事後学習 宿題として提示した問題を解いてみる。 

第５回 
学校教育―① 学校教育法１条校、学校

の設置と管理、組織編制、学 校の運

営などについて理解する 

事前学習 各都道府県の過去問題から、各回の授業内容に

関わる問題を探す。 
事後学習 宿題として提示した問題を解いてみる。 

第６回 
学校教育―② 学校教育の目的と目標、

教育課程、学習指導要領などに つい

て理解する。 

事前学習 各都道府県の過去問題から、各回の授業内容に

関わる問題を探す。 
事後学習 宿題として提示した問題を解いてみる。 

第７回 

学校教育―③ 教科書の使用義務と補助

教材、備え付け表簿の内容とその保

存期間、学年・学期・授業日・休業

日などについて 理解する 

事前学習 
各都道府県の過去問題から、各回の授業内容に

関わる問題を探す。 

事後学習 宿題として提示した問題を解いてみる。 

第８回 

児童・生徒―① 義務教育、義務教育諸

学校の入学・転学・退学・卒業、 懲

戒・体罰（その１）などについて理

解する。 

事前学習 各都道府県の過去問題から、各回の授業内容に

関わる問題を探す。 

事後学習 宿題として提示した問題を解いてみる。 

第９回 児童・生徒―② 懲戒･体罰（その２）、

出席停止について理解する。 
事前学習 各都道府県の過去問題から、各回の授業内容に

関わる問題を探す。 
事後学習 宿題として提示した問題を解いてみる。 

第１０回 
学校保健・安全・給食―① 学校保健、

学校安全、学校給食について理解す

る。 

事前学習 各都道府県の過去問題から、各回の授業内容に

関わる問題を探す。 
事後学習 宿題として提示した問題を解いてみる。 

第１１回 

特別支援教育 特別支援学校、特別支

援学級、通級による指導について理

解する。 教職員－① 教員、教育公務

員の定義 

事前学習 各都道府県の過去問題から、各回の授業内容に

関わる問題を探す。 

事後学習 宿題として提示した問題を解いてみる。 

第１２回 
教職員―② 学校に配置される教職員、

配置職員と職務教職員の資格 などに

ついて理解する。 

事前学習 各都道府県の過去問題から、各回の授業内容に

関わる問題を探す。 
事後学習 宿題として提示した問題を解いてみる。 

第１３回 

教職員―③ 免許状、任用、服務、分限

処分と懲戒処分などについて 理解す

る。教職員―④ 研修、給与、勤務時間

その他の勤務条件などについて 理解

する。 教育行財政― 国と地方の役割

分担、教育委員会、学校の管理及び

経費 の負担などについて理解する。 

事前学習 各都道府県の過去問題から、各回の授業内容に

関わる問題を探す。 

事後学習 宿題として提示した問題を解いてみる。 

第１４回 
子どもを取り巻く環境の変化を踏ま

えた今後の幼児教育のあり方につい

て 

事前学習 各都道府県の過去問題から、各回の授業内容に

関わる問題を探す。 
事後学習 宿題として提示した問題を解いてみる。 

第１５回 

その他の教育関連法規― 国家賠償、

社会教育、学校図書館法、児童虐待

の防止 等に関する法律などについて

理解する。 

事前学習 これまでの内容を復讐する。 

事後学習 最終試験 

 


